
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

          

 

 

 



    
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

募集型企画旅行条件書（要約）事前にご確認の上、お申し込みください。（この募集広告は旅行業法第 12 条の 4 に定めた取引条件説明書面の一部です） 

◆募集型企画旅行契約 

 この旅行は、株式会社旅倶楽部が企画し実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は株式会社旅倶楽部(以下「当社」といいます)と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結し

ていただきます。また、旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「当社約款」といいます）によります。 

◆旅行お申し込みと契約の成立時期 

 お電話または当社ホームページにてお申し込みください。尚、旅行代金はお送りする振込用紙にて 7 日以内に全額お振込み、またはホームページよりクレジットカードにて全額お支払いいただきます。また、

郵便、ファクシミリその他通信手段によるお申し込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 7 日以内に旅行代

金の全額お振込みをしていただきます。この期間内にお振込みがなされない場合、当社は、お申し込みはなかったものとして取り扱う場合があります。本契約の締結日は、前記旅行代金を当社が受理し契約を承

諾した日とします。 

◆旅行代金に含まれるもの 

 旅行日程に明示した運送機関の運賃、料金、宿泊代、食事代（食事つきかどうかは日程に明記しています）、見学入場料、有料道路代、保険代、添乗員費用（添乗員付きかどうかは日程に明記しています）、消

費税など。※左記費用はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻しは致しません。 

◆旅行代金に含まれないもの 

 上記以外は旅行代金に含まれませんが、その一部を例示します。コースに含まれない交通費等の諸費用、電報電話料、その他追加飲食費など個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料など。 

◆取消料/お申込の後、お客様の都合により取消される場合、旅行代金に対し、下記の料率で取消料をいただきます。 

 

取消料 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって/宝塚チケット代は 30 日前より全額請求返金不可  

当日 

（旅行開始前） 

 

無連絡不参加 

 

旅行開始後 30 日前～21 日前 

 

20 日前～11 日前 

（③～⑧除く） 

10 日前～8 日前 

（④～⑧除く） 

7 日前～2 日前 

（⑤～⑧除く） 

旅行開始の前日 

（⑥～⑧除く） 

取消料率 日帰り 10% 20% 20％ 30％ 40％ 50％ 100％ 100％ 

◆利用交通機関/貸切バス（彩輝自動車、今井観光バスなど） 

◆確定日程表/確定情報を記載する確定日程表につきましては、当社より特に連絡のない場合は、パンフレット記載内容をもって代えさせていただきます。 

 

 

個人情報の取り扱いについて 
株式会社旅倶楽部は、旅行申し込みの際に提供された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、お客様がお申込みただいた旅行において、運送、宿泊機関等（主

要な運送、宿泊機関等については各日程表に記載されています）の提供するサービスの手配、受領手続等及び本イベント運営、各種サービスに関するご提案のための必要な範囲内で利用させていただきます。 

旅行企画・実施 

株式会社旅倶楽部 
〒332-0012 埼玉県川口市本町 3-4-3 ソフィア川口ブラン 202 

観光庁⾧官登録旅行業 1-2043 号 

℡：048-224-1011 Fax：048-224-1013 
平日/9:00～13:00 木土日祝日/休業 総合旅行業務取扱管理者：伊藤 淳一 

 

旅行企画・実施 

受託販売 

 

〈その他ご旅行条件〉 

①旅行契約内容・代金の変更/天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、官公署の命

令、当初の運航計画によらないサービスの提供その他当社の管理できない事由が生じた場合、契約内容を

変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変

動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代

金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日前に当た

る日より前にお知らせします。 

②標記の最少催行人員に満たない場合は旅行を中止することがあります。この場合旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって 3 日目（宿泊付きは 13 日目）に当たる日より前に通知します。 

③取消料/当社の責任とならない事由によるお取消しの場合も取消料をいただきます。ただし、次の場合は

取消料はいただきません。旅行契約内容に以下のような変更が行われた時：⑴旅行開始日または終了日の

変更、⑵入場観光地・観光施設・その他の目的地の変更⑶運送機関の種類又は運送会社の変更⑷運送機関

の設備・等級のより低いものへの変更⑸ツアータイトルに記載があった事項の変更⑹運賃・料金の変更に

より旅行代金が増額された場合。当社の責に帰すべき事由により当初の日程通りの実施が不可能となった

場合。 

④当社による契約の解除/旅行代金を期日までにお支払いいただけない時、申込条件の不適合、病気・団体 

行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能な時は、当社は契約を解除することがあります。 

⑤当社の責任/当社又は当社の手配代行者がお客様に損害を与えた時は損害を賠償致します（お荷物に

関する賠償限度額は 1 人 10 万円） 

⑥特別補償/当社はお客様が旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、手荷物に被

った一定の損害について一定の補償金及び見舞金を支払います。 

⑦旅程保証/旅行日程に前記③の⑴から⑸に掲げる重要な変更が行われた場合は、旅行代金に 1～5％

の所定の率を乗じた額に変更補償金を支払います。ただし、1 募集型企画旅行につき合計 15％を上限

とし、また補償金の額が 1,000 円未満の時はお支払い致しません。また、当社は変更補償金の支払い

を物品・サービスの提供で代替することがございます。 

⑧お客様の責任/当社はお客様の故意または過失により当社が損害を被った時はお客様からの損害の

賠償を申し受けます。 

⑨このパンフレットは旅行業法 12 条の 4 および 5 にいう説明書面、契約書面の一部になります。 

⑩ここに記載のない事項については当社募集型企画旅行業約款によります。 

⑪当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 

 


